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月
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日(

日)

多
摩
川
危
険
箇
所

点
検
が
昭
島
警
察
署
・
昭
島
防
犯
協

会
合
同
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

夏
休
み
中
の
水
の
事
故
防
止
等
の

た
め
に
行
う
も
の
で
、
当
日
は
警
察

官
、
多
摩
川
流
域
の
６
防
犯
支
部
か

ら
総
勢
５
０
余
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

作
業
は
「
マ
ム
シ
に
注
意
！
」「
危

険

深
い
所
に
は
い
る
な
」
の
掲
示

板
を
立
て
た
り
、
周
囲
の
草
刈
を
実

施
し
ま
し
た
。
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「危険 深い所に入るな」の立て看板を設置する参加者

多
摩
川
の
危
険
箇
所
点
検
行
う

昭
島
警
察
署
・昭
島
防
犯
協
会
合
同

「
防
犯
講
話
の
つ
ど
い
」
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

二
〇
一
二
・
九
・
一
五
（
土
）
宮
沢
公
会
堂

午
後
３
時
か
ら
同
４
時

「防犯講話のつどい」を深めるために

刑法犯――窃盗犯――非侵入窃盗――万引き、車上ねらい、ひったくり

すり、自販機荒らし、置引き

―侵入窃盗―――空き巣，忍込み、居空き、事務所

荒らし、金庫やぶり等

―乗物盗――――自転車、自動車、オートバイ盗

―知能犯――詐欺―――――振り込め詐欺（オレオレ詐欺、架空

請求詐欺、還付金詐欺等）

―その他（結婚詐欺、霊感商法等）

―横領罪、背任罪、文書偽造罪

―粗暴犯――暴行、傷害、恐喝、凶器準備集合罪

―風俗犯――強制わいせつ、公然わいせつ、わいせつ物、賭博

―凶悪犯――殺人、放火、強盗、強姦
・窃盗 ： 窃かに盗むこと、あるいは単に盗むことをいう。暴行・脅迫・欺罔（きもう＝人をだ

ますこと）といった手段による場合は含まない。
・知能犯 ： 暴行・脅迫によらずに、主として知能を使ってなされる犯罪。
・詐欺 ： 他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。
・粗暴犯 ： 暴力によって他人に損害を与える犯罪。
・万引き： 店員等のすきをみて商品を盗むこと。
・車上ねらい ： 自動車等の積荷や車内の金品を盗むこと。
・ひったくり ： 携帯している金品をひったくること
・空き巣 ： 家人の留守中の家屋などに忍び込み金品を盗むこと。
・忍込み ： 家人の就寝中に住宅の屋内に侵入し、金品を窃取すること。
・居空き ： 家人の在宅中の家屋などに忍び込み金品を盗むこと。
・強盗 ： 脅迫や実力行使などによって他人の財物を無理矢理奪う犯罪。
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